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ザ

壜（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
公
益
通

報
者
の
解
雇
の
無
効
等
並
び
に
公
益
通
報
に
関
し
事
業
者
及
び
行
政
機

関
が
と
る
べ
き
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
益
通
報
者
の
保
護
を

図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護

に
か
か
わ
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定

及
び
社
会
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

●
「
公
益
通
報
者
の
解
雇
の
無
効
等
」
の
例

○
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）

●
編
章
節
款
目
名
と
し
て
「
・
・
・
を
理
由
と
す
る
・
・
・
の
禁
止
等
」

目
次第
一
章
（
略
）

第
二
章
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確

保
等

第
一
節
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
等
（
第
五
条
’
第
十
条
）

第
二
節
・
第
三
節
（
略
）

第
三
章
～
第
五
章
（
略
）

附
則

と
す
る
例
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~

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
公
益
通

報
者
の
解
雇
の
無
効
等
並
び
に
公
益
通
報
に
関
し
事
業
者
及
び
行
政
機

関
が
と
る
べ
き
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
益
通
報
者
の
保
護
を

図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護

に
か
か
わ
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定

及
び
社
会
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

●
「
事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
」
の
例

（
目
的
）

○
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す

●
編
章
節
款
目
名
と
し
て
「

目
次第
一
章

第
二
章

第
三
章
第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
章

第
五
章

る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

基
本
方
針
（
第
三
条
）

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置

協
議
会
（
第
四
条
）

外
客
来
訪
促
進
計
画
等
（
第
五
条
・
第
六
条
）

公
共
交
通
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
七
条
’
第

十
一
条
）

国
際
観
光
振
興
施
策
に
必
要
な
経
費
の
財
源
（
第
十
二
条
）

雑
則
（
第
十
三
条
’
第
十
八
条
）

が

べ
き
措
置
等
」
と
す
る
例
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ザ

目
次

第
一
条
農
薬
取
締
法
令

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 （昭

○
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三

巨
万
）

●
新
た
に
目
次
及
び
章
名
を
追
加
す
る
例

第
一
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、
「
品
質
の
適
正
化
と
」
を
「
安

Ｔ

全
性
そ
の
他
の
品
質
及
び
」
に
、
「
も
っ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。

附
則

〆､

略
一

第
一
章
総
則

雑
則
（
第
三
十
八
条
’
第
四
十
六
条
）

外
国
製
造
農
薬
（
第
三
十
四
条
’
第
三
十
七
条
）

監
督
（
第
二
十
九
条
’
第
三
十
三
条
）

使
用
の
規
制
等
（
第
二
十
四
条
’
第
二
十
八
条
）

販
売
の
規
制
（
第
十
六
条
’
第
二
十
三
条
）

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

登
録
（
第
三
条
’
第
十
五
条
）

罰
則
（
第
四
十
七
条
’
第
五
十
二
条
）

和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を

5



、

（
略
）

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
章
」
を
「
第
四
章
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第

十
二
号
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
か

’
第
一
条
等
関
係
一

○
行
政
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

口
言
）

●
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
例

か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
。

（
略
）
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ざ

團
謂
際

○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

●
「
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
」
の
例

（
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
取
扱
い
）

第
七
条
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

一
般
職
の
国
家
公
務
員
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
裁
判
所
職
員
、
国
会
職
員

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
隊
員
及
び
一
般
職
の
地
方
公
務
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
免
職
そ
の
他
不

利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二

号
。
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

国
会
職
員
法
、
自
衛
隊
法
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

第
二
百
六
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

（
昭
和
二
十
五
年
法

一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
の
任
命
権
者
そ
の
他
の
第
二
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
事
業
者
は
、
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
し
て
免
職
そ
の
他
不

利
益
な
取
扱
い
が
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定

を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

律
､

●
「
・
・
・
べ
き
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
」
の
例

○
国
の
援
助
等
を
必
要
と
す
る
帰
国
者
に
関
す
る
領
事
官
の
職
務
等
に
関

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
生
活
の
困
窮
の
た
め
帰
国
を
希
望
す
る
日
本
国

民
又
は
在
留
す
る
国
の
官
憲
か
ら
退
去
強
制
等
の
処
分
を
受
け
て
帰
国

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
国
民
で
、
自
己
の
負
担
に
お
い
て
帰
国
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
領
事
官
が
そ
の
帰
国
を
援
助
し
、
又
は
そ

の
退
去
強
制
等
の
処
分
の
執
行
に
関
し
当
該
国
の
官
憲
に
協
力
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
（
以
下
「
帰
国
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
領
事
官
が
そ
の
帰
国
の
た
め
講

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
三
十
六
号
）

ず
べ
き
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

ワ
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甚

’
第
二
条
第
一
項
関
係
一

●
「
役
員
」
の
定
義
例

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
十
四
（
略
）

○
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

に
従
事
し
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

十
六
～
四
十
四
（
略
）

十
五
役
員
法
人
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
理

事
、
監
事
及
び
清
算
人
並
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
者
で
法
人
の
経
営

●
「
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
」
の
例

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
十
二
の
十
五
の
三
（
略
）

十
二
の
十
六
株
式
交
換
等
株
式
交
換
及
び
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
行
為
に
よ
り
対
象
法
人
（
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る

法
人
を
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
イ
若
し
く
は
口
に
規
定
す
る
最
大
株

主
等
で
あ
る
法
人
又
は
ハ
の
一
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
と
の
間
に
こ

れ
ら
の
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を

い
う
。

イ
・
ロ
（
略
）

ハ
株
式
売
渡
請
求
（
法
人
の
一
の
株
主
等
が
当
該
法
人
の
承
認
を

株
式
売
渡
請
求
（
法
人
の
一
の
株
主
等
が
当
該
法
人
の
承
認
を

○
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

を
除
く
。
）
の
全
部
が
当
該
一
の
株
主
等
に
取
得
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
場
合
の
当
該
承
認

十
二
の
十
七
～
四
十
四
（
略
）

の
請
求
を
い
う
。
）
に
係
る
当
該
承
認
に
よ
り
法
令
の
規
定
に
基

づ
き
当
該
法
人
の
発
行
済
株
式
等
（
当
該
一
の
株
主
等
又
は
当
該

得
て
当
該
法
人
の
他
の
株
主
等
（
当
該
法
人
及
び
当
該
一
の
株
主

等
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
全
て
に
対

し
て
法
令
（
外
国
の
法
令
を
含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
に
基
づ
い
て
行
う
当
該
法
人
の
株
式
の
全
部
を
売
り
渡
す
こ
と

の
株
主
等
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
者
が
有
す
る
も
の
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フ

○
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）

●
「
労
働
者
で
あ
っ
た
者
」
の
例

（
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
の
像
及
び
じ
ん
肺
管
理
区
分
）

第
四
条
（
略
）

２
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
及
び
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労

働
者
で
あ
っ
た
者
は
、
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
管
理
一
か
ら
管
理
四
ま
で
に
区
分

し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
健
康
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
「
・
・
・
で
あ
っ
た
者
」
の
例

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）

（
免
許
の
基
準
等
）

第
四
十
一
条
（
略
）

２
カ
ジ
ノ
菅
浬
委
ロ

カ
ジ
ノ
管
理
委
員

ホ
・
ヘ
（
略
）

二
～
五
（
略
）

３
．
４
（
略
）

会
は
、
第
三
十
九
条
の
免
許
の
申
請
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
申
請

書
若
し
く
は
そ
の
添
付
書
類
の
う
ち
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く

は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
免
許
を
与
え
て

は
な
ら
な
い
・

一
申
請
者
が
次
の
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
。

イ
ー
ハ
（
略
）

二
ロ
若
し
く
は
ハ
に
規
定
す
る
免
許
、
許
可
、
認
定
、
指
定
若
し

～
ハ
（
略
）

ロ
若
し
く
は
ハ
に
規
定
す
る
免
許
、
許
可
、
認
定
、
指
定
若
し

く
は
認
可
の
取
消
し
に
係
る
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
が
公
示
さ
れ

た
日
若
し
く
は
口
若
し
く
は
ハ
に
規
定
す
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

行
政
処
分
の
取
消
し
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
免
許
、
許
可
、

認
定
、
指
定
若
し
く
は
認
可
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
行
政

処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
等
の
役
員
で
あ
っ
た
者
又
は
こ
れ
ら

の
免
許
、
許
可
、
認
定
若
し
く
は
指
定
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
行
政
処
分
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
た
法
人
等
の
役
員
で
あ
っ
た

者
で
、
当
該
取
消
し
又
は
更
新
の
拒
否
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
し
な
い
も
の
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（
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
の
提
供
）

第
二
十
七
条
（
略
）

２
保
険
者
は
、
加
入
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
者
等
又
は
使
用
し
て
い

た
事
業
者
等
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労

働
安
全
衛
生
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
当
該
事
業
者
等
が
保
存
し
て

い
る
当
該
加
入
者
に
係
る
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し
を
提
供
す

る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
○
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）

●
司

にコ

アヲ
ーノ

（
自
ら
）
使
用
し
て
い
た
事
業
者
」
の
例

●
「
又
は
・
・
・
て
い
た
」
の
例

第
五
十
八
条
の
二
（
略
）

２
（
略
）

３
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
に
係
る
船
舶
の
隻
数
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
し
た
船
舶
の
隻
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

申
請
の
う
ち
に
次
に
掲
げ
る
申
請
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
請
に
対
し
て
、
次
の
順
序
に
従
っ
て
、
他
の
申
請

に
優
先
し
て
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
現
に
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者

現
に
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者

（
公
示
に
基
づ
く
許
可
等
）

に
あ
っ
て
は
、
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
り
現
に
こ
の
号
の
申
請
に
基

づ
く
許
可
を
受
け
て
い
る
者
と
同
程
度
の
漁
業
生
産
を
確
保
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
に
限
り
、
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満

了
日
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
申
請
す
べ
き
期
間
の
末
日
以
前
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
に
お
い
て
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
又

は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
た
者
を
含
む
。
）
が
当
該
指
定
漁
業
の

許
可
の
有
効
期
間
（
起
業
の
認
可
を
受
け
て
お
り
又
は
受
け
て
い
た

者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
業
の
認
可
に
係
る
指
定
漁
業
の
許
可
の
有

効
期
間
）
の
満
了
日
の
到
来
の
た
め
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に

係
る
船
舶
と
同
一
の
船
舶
に
つ
い
て
し
た
申
請
（
母
船
式
漁
業
に
あ

（
次
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
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刈
孟
／
●
、
ノ
［
ｊ
、

（
略
）

二

へ

略
…

つ
て
は
、
同
一
の
船
団
に
属
す
る
母
船
及
び
独
航
船
等
の
全
部
に
つ

い
て
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
係
る
母
船
又
は
独
航
船
等
と

同
一
の
母
船
又
は
独
航
船
等
に
つ
い
て
し
た
申
請
）

合
「
又
は
行
っ
て
い
た
」
の
例

（
公
示
）

第
十
一
条
の
二
十
六
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）

五

～
四
（
略
）

前
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
試
験
業
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
す
る
と
き
、
又
は
自
ら
行
っ
て
い
た
試

験
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
。

11



（
役
員
の
解
任
）

第
二
十
三
条
（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

４
（
略
）

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
七
条
（
略
）

２
都
道
府
県
知
事
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
の
役
員
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
に
対
し
、
当
該
役

員
を
解
任
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

三
農
地
中
間
管
理
事
業
の
実
施
状
況
が
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
場
合

２
（
略
）

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法

百
一
号
）
律
第
二
十
二
号
）

３
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
主
務
大
臣
又
は
法
人
の
長
は
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
の
職
務
の
執
行
が
適

当
で
な
い
た
め
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
実
績
が
悪
化
し
た
場
合

●
「
役
員
に
・
・
・
職
務
を
行
わ
せ
る
」
の
例

で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
に
引
き
続
き
当
該
職
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
適

切
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
お
い
て
、
当
該
役
員
に
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

下
同
じ
・
）
」
を
加
え
、
「
土
地
の
」
を
「
遊
休
土
地
転
換
利
用
促
進
地
区
内

の
土
地
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
地
上
権

そ
の
他
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
」
を
「
に

係
る
土
地
所
有
者
等
」
に
改
め
る
。

（
略
）

地
に
係
る
土
地
所
有
者
等
（
」
を
、
「
有
す
る
者
」
の
下
に
「
を
い
う
。
以

●
括
弧
書
き
の
途
中
ま
で
を
一
つ
の
字
句
と
し
て
改
め
る
例

（
略
）

第
五
十
八
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
土
地
所
有
者
等
の
責
務
等
）
」
に
改

め
、
同
条
第
一
項
中
「
遊
休
土
地
転
換
利
用
促
進
地
区
内
の
」
の
下
に
「
土
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六
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
次
に
」
を
「
、
ロ

ボ
ッ
ト
に
係
る
新
た
な
製
品
又
は
新
技
術
の
開
発
に
関
す
る
試
験
研
究
を

○
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

三
十
三
号
）

●
項
中
の
字
句
を
改
め
る
と
と
も
に
、
各
号
を
全
部
改
め
る
例

行
う
事
業
に
関
す
る
次
に
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

/_、るる

略Lｰ
…、一 レーテ

二
そ
の
他
当
該
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

’ （
略
）

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
以
下
同
じ
」
を
「
次
項
第
四
号
及
び
第
八
十

第
八
十
一
条
第
四
項
中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
前
項
に
規
定
す

」
に
、
「
同
項
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
の
」
を
「
同
項
第
一
号
に
掲
げ

一
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
八
十
四
条
若
し
く
は
」
を
削
る
。

一
当
該
事
業
の
内
容
及
び
実
施
主
体

r
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